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警
察
署
便
り

非
行
の
芽
　
早
め
に
摘
も
う
　

み
な
わ
が
子

蒲
郡
警
察
署
☎
68
◆

0
1
1
0

Ｇ㈵マーメイドグランプリ開

設51周年記念競走

常滑競艇（場外発売）

第3回蒲郡サマーグランプリ

第12回蒲郡スピード王座決定戦

7／24n 12Ｒ終了後

7／12i・13j

7／14k～18h

7／21k～24n

優勝者インタビュー

夏
休
み
は
、

　
子
ど
も
と
対
話
を
し
ま
し
ょ
う

　
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
楽
し
い

夏
休
み
が
ま
も
な
く
や
っ
て
き
ま
す
。

�

し
か
し
、
長
い
休
み
の
間
に
は
、
開

放
感
や
ち
ょ
っ
と
し
た
気
の
緩
み
か

ら
、
喫
煙
や
飲
酒
、
深
夜
は
い
か
い

な
ど
や
、
街
頭
犯
罪
を
犯
し
て
補
導

さ
れ
る
少
年
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

�

子
ど
も
が
家
庭
に
い
る
夏
休
み
に
は
、

夕
食
の
ひ
と
と
き
や
夏
祭
、
家
族
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
に
、
親
子

の
対
話
を
増
や
し
て
お
互
い
の
理
解

を
深
め
、
子
ど
も
が
非
行
に
走
る
の

を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。�

◎
児
童
扶
養
手
当

　
離
婚
、
行
方
不
明
、
死
亡
な
ど
で

父
親
と
生
計
を
共
に
し
て
い
な
い

児
童
や
、
父
親
が
重
度
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
・
２
級
程
度
）
の
障
害
者

で
あ
る
家
庭
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
な
ど
に
支
給
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

支
給
期
間
　
申
請
の
翌
月
か
ら
、１８

歳
に
達
す
る
年
度
の
３
月
ま
で

手
当
月
額
　

児
童
１
人
…
４
万
千
８８０
円
　

児
童
２
人
…
４
万
６
千
８８０
円

児
童
３
人
以
上
…
児
童
２
人
の

金
額
に
１
人
増
す
ご
と
に
３
千

円
を
加
算

支
給
月
　
４
月
・
８
月
・
１２
月

※
所
得
制
限
に
よ
り
、
減
額
し
た
り

支
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
・
中
度

の
障
害
の
あ
る
２０
歳
未
満
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
し
ま
す
。

重
度
と
は
、
療
育
手
帳
Ａ
判
定
ま
た

は
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度

で
す
。
中
度
と
は
、
療
育
手
帳
Ｂ
判

定
ま
た
は
身
体
障
害
者
手
帳
３
級

程
度
ま
た
は
４
級
で
、
下
肢
障
害
や

音
声
・
言
語
機
能
障
害
な
ど
が
あ
る

方
で
す
。
ま
た
、
内
部
機
能
障
害
の

方
は
、手
帳
の
等
級
に
か
か
わ
ら
ず
、

診
断
書
の
提
出
に
よ
り
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

支
給
期
間
　
申
請
の
翌
月
か
ら
２０

歳
の
誕
生
日
前
日
の
月
ま
で

手
当
月
額
（
児
童
１
人
に
つ
き
）

　
１
級
　
５
万
９００
円

　
２
級
　
３
万
３
千
９００
円

支
給
月
　
４
月
・
８
月
・
１１
月

※
所
得
制
限
に
よ
り
、
支
給
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
・
愛
知
県

遺
児
手
当
・
蒲
郡
市
遺
児
手
当
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
は
、
引
き
続
き
受
給
で
き
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
現

況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
後
、
所
得
確
認
を
し
ま
す

の
で
、
平
成
１５
年
度
分
の
所
得
に
つ

い
て
申
告
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、

至
急
、
申
告
を
済
ま
せ
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

期
　
間
　
８
月
２
日
b
〜
３１
日
c

届
出
先
　
児
童
課
児
童
福
祉
担
当

※
届
出
通
知
書
は
、
本
人
あ
て
に
郵

送
し
ま
す
。

　
親
が
離
婚
・
行
方
不
明
・
死
亡
し

た
児
童
や
、父
親
か
母
親
が
重
度（
身

体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度
）
の

障
害
者
で
あ
る
家
庭
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
な
ど
に
支
給
し
ま
す
。

支
給
期
間
　
県
は
申
請
し
た
月
か
ら
、

市
は
翌
月
か
ら
、
児
童
が
１８
歳
に

達
す
る
年
度
の
３
月
ま
で

手
当
月
額
（
児
童
１
人
に
つ
き
）

県
の
手
当
…
４
千
５００
円

市
の
手
当
…
２
千
円

支
給
月

県
の
手
当
…
４
月
・
８
月
・
１２
月

市
の
手
当
…
３
月
・
９
月

※
所
得
制
限
に
よ
り
、
支
給
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
方
が
入
院
し

た
場
合
、
食
事
療
養
費
の
自
己
負
担

額
は
１
日
に
つ
き
７８０
円
で
す
。
　
市

民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、「
国
民

健
康
保
険
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

ま
た
は
「
限
度
額
適
用
標
準
負
担
額

認
定
証
」
の
交
付
申
請
を
す
る
と
、

こ
の
自
己
負
担
額
が
９０
日
ま
で
の

入
院
の
方
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ

き
６５０
円
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
長

期
入
院
該
当
（
入
院
日
数
が
９０
日
を

超
え
る
場
合
）
の
方
に
つ
い
て
も
減

額
さ
れ
、
１
日
に
つ
き
５００
円
の
負
担

と
な
り
ま
す
。

　
初
め
て
減
額
認
定
証
を
交
付
申

請
す
る
方
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
減

額
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成
１６

年
７
月
３１
日
ま
で
で
す
。
現
在
、
入

院
さ
れ
て
い
る
方
は
、
必
ず
７
月
中

に
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

減
額
認
定
証
の
更
新
手
続
き
は
、
７

月
３０
日
F
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

○
持
参
す
る
も
の

印
鑑
・
保
険
証
・
減
額
認
定
証
（
旧

証
の
あ
る
方
）

※
長
期
入
院
に
該
当
す
る
場
合
は
、

病
院
の
領
収
書
（
申
請
日
を
含
め

た
前
１２
カ
月
で
入
院
期
間
が
９０

日
を
超
え
る
と
わ
か
る
も
の
）

　
児
童
扶
養
手
当
８
月
期
支
払
分（
４

月
〜
７
月
分
）
を
８
月
１１
日
d
以
降

に
受
給
者
指
定
の
金
融
機
関
に
振

り
込
み
ま
す
。
確
認
し
て
お
受
け
取

り
く
だ
さ
い
。

　
７
月
１
日
か
ら
、
Ｄ
Ｖ
や
ス
ト

ー
カ
ー
行
為
の
被
害
に
あ
っ
て
い

る
方
の
申
し
立
て
が
あ
れ
ば
、
加

害
者
と
見
ら
れ
る
人
な
ど
に
は
住

民
票
な
ど
を
交
付
し
な
い
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
た
め
、
住
民
票

の
写
し
の
申
請
時
に
、
写
真
付
き

身
分
証
の
提
示
を
求
め
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
民
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

と
　
き
　
８
月
７
日
g
　

午
後
１
時
〜

と
こ
ろ
　
市
民
会
館
中
ホ
ー
ル

内
　
容
　

・
基
調
講
演
「
ま
ち
づ
く
り
か
ら

ま
ち
そ
だ
て
へ
」
　
名
古
屋
産

業
大
学
　
学
部
長
　
和
泉
　
潤

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
蒲
郡
を
こ
う

し
て
つ
く
り
、
そ
だ
て
る
」

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い

る
市
民
の
方
が
パ
ネ
リ
ス
ト
と

し
て
参
加
し
ま
す
。

入
場
料
　
無
料

※
当
日
は
手
話
通
訳
が
つ
き
ま
す
。

託
　
児
　
２
歳
か
ら
就
学
前
の
お

子
さ
ん
。
７
月
３０
日
f
ま
で
に

行
政
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　
「
音
へ
の
反
応
が
悪
い
よ
う
だ
」

「
１
歳
を
過
ぎ
て
も
言
葉
が
出
な

い
」
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
お
子
さ

ん
を
お
持
ち
で
悩
ん
で
い
る
保
護

者
の
方
、
豊
橋
聾
学
校
の
乳
幼
児

教
育
相
談
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
　
き
　
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ
　
愛
知
県
立
豊
橋
聾
学
校

内
　
容
　
聞
こ
え
に
関
す
る
諸
検

査
、
指
導
な
ど
。
小
学
生
以
上

の
お
子
さ
ん
の
相
談
に
も
応
じ

ま
す
。

料
　
金
　
相
談
・
検
査
・
指
導
は

無
料

申
し
込
み
　
電
話
か
フ
ァ
ク
ス
で

豊
橋
聾
学
校
乳
幼
児
教
育
相
談

（
☎
０
５
３
２
◆

４５
◆

２
０
４
９ 

　
０
５
３
２
◆

４７
◆

７
５
４
５
）

に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
愛
知
県
教
育
委
員
会
で
は
、
障

害
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
お
子
さ
ん

が
就
学
す
る
と
き
の
参
考
と
な
る

よ
う
に
、
相
談
や
体
験
入
学
を
行

っ
て
い
ま
す
。

○
入
学
前
の
就
学
相
談
（
東
三
河

地
区
）

　
相
談
は
予
約
制
で
、
料
金
は
無

料
で
す
。

と
　
き
　
８
月
５
日
e
・
６
日
f

午
前
１０
時
〜
午
後
３
時
３０
分

と
こ
ろ
　
豊
橋
市
豊
城
地
区
市
民

館
（
豊
橋
市
今
橋
町
１６
）

対
　
象
　
新
た
に
入
学
す
る
子
ど

も
と
保
護
者

申
し
込
み
　
７
月
１６
日
f
ま
で
に

学
校
教
育
課
へ
。

○
養
護
学
校
体
験
入
学

・
豊
川
養
護
学
校
（
☎
８８
◆

２
５

５
３
）
知
的
な
発
達
の
遅
れ
や

情
緒
に
障
害
の
あ
る
子
を
対
象

と
し
た
学
校

体
験
入
学
日
　

７
月
２６
日
b
、
１０
月
２９
日
f

・
豊
橋
養
護
学
校
（
☎
０
５
３
２

◆

６１
◆

８
１
１
８
）
手
足
の
不
自

由
な
子
を
対
象
と
し
た
学
校

体
験
入
学
日
　

９
月
７
日
c
、
１０
月
２７
日
d

・
大
府
養
護
学
校
（
☎
０
５
６
２

◆

４８
◆

５
３
１
１
）

病
気
で
入
院
し
て
い
る
子
を
対

象
と
し
た
学
校

体
験
入
学
日
　

１０
月
８
日
f
、
１１
月
１９
日
f

申
込
・
問
合
先
　
各
学
校
へ
直
接

電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

※
各
養
護
学
校
で
は
、
決
め
ら
れ

た
体
験
入
学
日
以
外
の
日
も
随

時
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
将
来
、
看
護
師
を
め
ざ
し
、
平

成
１７
年
度
に
入
学
を
希
望
さ
れ
る

方
を
対
象
に
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ

ス
を
開
催
し
ま
す
。

と
　
き
　
７
月
２８
日
d

午
前
９
時
〜
正
午

と
こ
ろ
　
ソ
フ
ィ
ア
看
護
専
門
学

校
（
蒲
郡
市
五
井
町
高
立
田
３

番
地
）

内
　
容
　

①
学
校
の
概
要
説
明

②
校
内
見
学

③
入
学
試
験
の
説
明
　

定
　
員
　
８０
人
（
申
し
込
み
順
）

申
し
込
み
　
７
月
２２
日
e
ま
で
に

電
話
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ

ー
ル
で
ソ
フ
ィ
ア
看
護
専
門
学

校
（
　
６７
◆

８
０
９
０
　
Ｅ
メ
ー

ルsophia@
city.gam

agori.lg.jp

）

へ
。

　
公
有
水
面
埋
立
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
形
原
漁
港
公
有
水
面
埋
立

免
許
願
書
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り

行
い
ま
す
（
稲
生
地
区
）
。

　
な
お
、
こ
の
願
書
に
つ
い
て
意

見
の
あ
る
利
害
関
係
者
は
、
縦
覧

期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
愛
知
県

知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間
　
７
月
２０
日
c
か
ら
８

月
１９
日
e
ま
で（
土
・
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所
・
時
間
　

○
県
庁
建
設
部
港
湾
課
お
よ
び
愛

知
県
三
河
港
務
所
建
設
課

午
前
８
時
４５
分
〜
午
後
５
時
３０
分

○
蒲
郡
市
役
所
土
木
港
湾
課

午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分

　

Fax

Fax

土
木
港
湾
課
☎
66
◆

1
1
3
5

公
有
水
面
埋
立
免
許

願
書
の
縦
覧

児
童
扶
養
手
当
を

振
り
込
み
ま
す

児
童
課
☎
66
◆

1
1
0
8

ソ
フ
ィ
ア
看
護
専
門
学
校

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

ソ
フ
ィ
ア
看
護
専
門
学
校

☎
67
◆

9
1
0
3

学
校
教
育
課
☎
66
◆

1
1
6
5

障
害
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の

保
護
者
の
方
へ

児
童
課
☎
66
◆

1
1
0
8

遺
児
手
当
（
県
・
市
）
の

申
請
を
お
忘
れ
な
く

保
険
年
金
課
☎
66
◆

1
1
0
3

国
民
健
康
保
険
標
準
負
担
額

認
定
証
の
申
請
お
よ
び
更
新

児
童
課
☎
66
◆

1
1
0
8

現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

学
校
教
育
課
☎
66
◆

1
1
6
5

聞
こ
え
と
こ
と
ば
に
心
配
の

あ
る
乳
幼
児
の
教
育
相
談

そ
の
他

行
政
課
☎
66
◆

1
1
5
5

第
2
回
が
ま
ご
お
り
リ
フ

ォ
ー
ム
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

市
民
課
☎
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